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～本改訂版における留意事項について～ 

新型コロナウイルス感染症の拡大や東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の延期等による団体運営への影響については、今後、本改訂版で定める

経営戦略や個別取組事項等を進める中で、実情を踏まえ柔軟な対応を図るこ

ととします。 



１　基礎情報 令和元年８月１日現在

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

　　 常勤役員数 人 （うち都派遣職員 人、 都退職者 人)

　　 常勤職員数 人 （うち都派遣職員 人、 都退職者 人)

非常勤職員数 人

1 0 1

5139

48

300,000
【（財）東京都地域福祉財団寄付額200,000

（財）東京都老人総合研究所寄付額100,000】

※団体の統合前に都が出資（出捐）
した分も含む

60.0

（財）東京都地域福祉財団 200,000

事業概要

・福祉保健医療人材の育成に関する事業
・福祉保健医療に関する相談及び情報提供並びに福祉サービス評価に関する事
業
・ＮＰＯ法人及び社会福祉法人等に対する支援事業
・行政職員等研修及び行政機関支援に関する事業

その他資産 なし

団体の使命

　都の福祉保健医療行政を支援・補完する団体として、「福祉保健医療を担う人
材の育成」、「利用者のサービス選択の支援」、「福祉保健システムの適正な運営
の支援等」の３つを軸とした事業展開を図ることにより、都の福祉保健医療行政の
充実及び都民に対する福祉保健医療サービスの向上に寄与する。

役職員数

40

都出資（出捐）額

都出資（出捐）比率

他の出資（出捐）
団体及び額

公益財団法人東京都福祉保健財団

平成14年3月1日

平成14年３月　（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団設立
　　　　　　　　　　〔４月　旧（財）東京都老人総合研究所の事業と再構築した事業を開始〕
　　　21年４月　（財）東京都福祉保健財団と名称変更（事務局：新宿区神楽河岸）
                   　東京都老人総合研究所は独立行政法人化
　　　24年４月　公益認定を受け、公益財団法人東京都福祉保健財団へ移行
　　　26年７月　事務局を新宿区西新宿へ移転

団体名

設立年月日

設立後の主な沿革

基本財産

所在地

所管局 福祉保健局

東京都新宿区西新宿２－７－１　

500,000

その他　　　　　　　　団体

１．経営情報



＜注＞計数処理の関係で合計が合わない場合があります。

人材育成事業 26.4% 806,083

10.3% 356,053

構成割合

事業全体 100% 3,010,809 100%

区　　分 経常収益 構成割合 経常費用

11.8%

普及・啓発、情報提供等事業 37.1% 1,081,102 35.9%主要事業全体像
（平成30年度決算）

(単位：千円)

法人会計 17.9% 522,409 17.4%523,735

その他事業 3.3% 97,405

行政職員研修事業 5.1% 147,757

26.8%

事業者等支援事業

3.2%

4.9%

299,869

1,084,559

147,757

2,925,474

772,150

97,405

平成30年度 決算情報



介護保険制度に関する法令に基づく都道府県事務の実施団体（委託・補助・指定）の主要都府県
（東京都、近隣県及び大規模府県）別一覧

〇 介護保険制度に関する主要な法定事務は、東京都では当財団が総合的に実施している一方で、
他府県においては、自治体直営や社会福祉協議会など様々な主体に分かれて実施している。

〇 当財団が当該事務を総合的・一体的に実施することによる効果は以下のとおりである。
・ 申請等の窓口が一本化されることによる都民（介護事業者等）の利便性向上
・ 介護保険関連情報の一元的管理による各種事務の効率的執行
・ 法定事務を通じて得られる専門知識やネットワークの活用による法定外事業（介護人材確保
等の各種助成金、介護ロボット・外国人受入れ等の普及啓発など）の円滑な実施

〇 また、官・団・民の役割分担を踏まえ、他府県では自治体が直接実施している事務についても、
その多くを当財団が実施している。

〇 以上のとおり、当財団は介護保険制度の運営において、局の活用戦略で示された「公益性、中
立性及び専門性の発揮による都の福祉保健医療の具体化」を推進し、都民の福祉保健医療の向上
に寄与している。

２ 他団体や民間企業等との比較（ベンチマーク）

表

分析

介護支援専門
員実務研修受
講試験事業

介護支援専門
員実務研修事
業

介護職員等によ
るたんの吸引等
のための研修修
了者登録等受付
事業

介護サービス情
報の公表事業

介護サービス指
定市町村事務
受託法人事業

介護保険事業
者指定申請受
付等事業

福祉サービス第
三者評価システ
ム事業

介護保険法６９
条の２

介護保険法６９
条の２

社会福祉士及び
介護福祉士法附
則４条

介護保険法１１５
条の３５〜４４

介護保険法２４
条の２

介護保険法２４
条の３

社会福祉法７８
条１項

　介護支援専門員
実務研修受講希
望者に対して、介
護保険制度などに
関する専門知識等
を有していることを
事前に確認する試
験を実施

　実務研修受講試
験に合格した者
が、介護支援専門
員としての業務に
従事する前に、必
要な知識や技能を
修得するための研
修を実施

　喀痰吸引等研修
を修了した介護職
員からの申請に基
づき認定証等を発
行するとともに、喀
痰吸引等を実施さ
せる事業者に対
し、申請に基づき
登録証等を発行

　介護保険事業者
から提出される介
護サービス情報の
報告書の受理及
び公表を実施

　区市町村が介護
保険事業者に対し
て実施する実地指
導に同行し、介護
保険法に規定する
照会等事務を実施

　介護保険事業者
の新規指定申請、
指定更新申請、変
更届等について、
その申請書の受
付、審査、実地調
査等を実施

　福祉サービス第
三者評価制度にお
ける評価機関の認
証、評価者研修の
実施、共通評価項
目の策定及び見
直し、評価結果の
公表等を実施

東京都 福祉保健財団 福祉保健財団 福祉保健財団 福祉保健財団 福祉保健財団 福祉保健財団 福祉保健財団

A自治体 社会福祉協議会 社会福祉協議会 直営
ケアマネージメ
ントサポートセン
ター

ー 直営 直営

Ｂ自治体 社会福祉協議会 社会福祉協議会 直営 社会福祉協議会 ー 直営 直営

Ｃ自治体 社会福祉協議会 社会福祉協議会 直営
福祉サービス振
興会

福祉サービス振
興会

直営 社会福祉協議会

Ｄ自治体 社会福祉協議会 社会福祉協議会 直営 直営
福祉評価推進事
業団

直営 社会福祉協議会

Ｅ自治体
地域福祉推進財
団

介護支援専門員
協会

直営 社会福祉協議会 ー 直営 直営

法定事務

根拠法令

事業内容

実
施
団
体



２　平成２６年度以降の事業実施状況

≪「経常収益額」、「都財政受入額」、「職員数」の推移からの分析≫
※経常収益額、都財政受入額は、千円未満を四捨五入した数値。そのため、内訳の合計額が一致しない場合がある。

２－１　経常収益額から見る事業動向

２－２　都財政受入額の推移から見る都施策との連動性

２－３　職員数の推移から見る経営状況　

○経常収益額は、事業数の増加に応じて増加傾向にある。

○27年度以降減少している主な要因としては、27年度より都派
遣職員の給与が都からの直接支給に切り替わったことや、27
年度途中に施設活用事業の建物賃料が減額されたことによ
る。

○26年度の金額が突出している要因は、事務所移転に伴う経
費が約６億円発生したためである。

○財団事業のほとんどが都からの委託・補助事業であるため、
都財政受入額割合が９割弱と高い水準となっている。

○平成26年度の補助金の増は、事務所移転に伴うものであ
る。

○事業規模拡大により、年々固有職員、常勤嘱託職員、非常
勤職員が増加している。

○都派遣職員は、主に都との連携を強く求められる新規事業
や財団で不足している中堅層のポストに配置している。

○専門相談や実地指導等を行う専門職を、平成30年度で常
勤嘱託職員5名、非常勤職員26名を配置している。

○都派遣職員数は、21年度から毎年度計画的に１名ずつ削
減。都との連携を強く求められる新規事業実施等による増のた
め、都派遣職員数自体は横ばいだが、財団全体の職員数が
増加しているため、構成割合は減少している。

○都退職者の再就職については、財団の管理監督者の不足
を補うための配置や看護教員養成研修事業で看護師を活用
する場合に限り配置している。



３　主要事業分野に関する分析

（１／４）

　　※事業収益、事業費用は、千円未満を四捨五入した数値。そのため、内訳の合計額が一致しない場合がある。

事業
分野

事業
費用

再委
託費

職員
構成

事業
概要

都民に充実した福祉保健医療サービスが提供されるよう、福祉保健医療分野を支える専門的な人材の確保・育成に関する事業を実施

各指標に基づく分析

事業
収益

福祉保健医療人材の育成に関する事業

○介護支援専門員養成事業（H10～）

・介護支援専門員実務研修受講試験事業【自主】

・介護支援専門員研修事業【補助・委託】

・介護支援専門員登録等事業【委託】

○高齢者権利擁護推進事業【委託・自主】（H21～）

○保育人材育成研修事業【委託】（H21～）

○介護職員等によるたんの吸引等のための研修・登録受付等事業【委託・自主】（H23～）

○東京都介護職員キャリアパス導入促進事業【委託】（H27～）

○子育て支援員研修事業【委託】（H27～）

○障害者虐待防止対策支援事業【委託】 （H29～） など全19事業

○委託事業数等の増加に伴い、事業収益も増加傾向となっている。

○介護支援専門員養成事業において、試験受験料・研修受講料収入

等の事業収益の規模が大きいため、都財政割合は50％程度で推移し

ていた。

○28年度は介護支援専門員の制度改正に伴い、試験受験料・研修受

講料収入が一時的に減少しているため、都財政割合も70％程度と高く

なっている。

○29年度は、介護支援専門員研修事業の受講料の増や、新規事業の

増、既存事業の規模増により増加している。

○29年度は、介護支援専門員の制度改正に伴い、試験受験料・研修

受講料収入が増加しているため、都財政割合は65％程度と前年度より

も減少した。

○人件費は、委託事業数等の増加に伴い、増加傾向となって

いる。

○外注費は、業務に関する高度な専門性を必要とするシステ

ムの開発や運営、介護支援専門員養成研修事業の試験事業

における試験資格審査、東京都介護職員キャリアパス導入促

進に関する業務を外注しているほか、業務の効率化のため、人

材派遣等を活用している。

○その他は、主に研修会場の借上げ費用、研修講師の謝礼、

研修資料等の印刷経費等がある。

○主にシステム運用や人材派遣等を再委託している。

○事業の改廃等により、再委託費も増減している。

○29年度の増加は、キャリアパス導入促進事業の相談

支援事業の実施及び子育て支援員研修と高齢者権利擁

護推進事業のシステム開発費による。

○30年度の減少は、キャリアパス導入促進事業の再委

託内容の変更による。

○委託事業数等の増加に連動して、職員数は増加している。

○専門相談等を行う専門職を、30年度で常勤嘱託職員４名、非

常勤職員７名を配置している。

○なお、公２事業の保健医療情報センター事業と母と子の健康

相談室（小児救急相談）事業（27年度終了）の職員を重複して

計上。（22年度・都派2名、常嘱2名、23年度・固有2名、常嘱2名、

24年度・固有1名、常嘱2名、25年度以降・固有１名、常嘱１名）



事業
成果
③

主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

○高齢者権利擁護推進事業

・高齢者の権利擁護（虐待防止等）を図るため、専門相談窓口を設置す

るとともに、区市町村職員や介護施設等事業管理者を対象とした研修を

実施している。

・財団への相談は28年度まで1,000件前後であったものが、平成29年度

からは高齢者の権利擁護に係る横断的テーマを課題とした研修の新設

等、研修内容の充実を図ったことに加え、財団の職員が区市町村に出向

いて人材育成やマニュアル作成等を支援する方式（体制整備支援）を導

入し区市町村支援を強化したこと等により基本的な内容の相談が減り実

績減となっている。

・研修実施体制については、近年概ね2,000人の研修規模で実施してき

たが、虐待通報件数増の現状を踏まえ、平成29年度から介護施設等事

業管理者研修の規模を４倍に拡大し、平成30年度には約5,200人規模で

の実施となった。（なお、平成25年度の受講者の増は、介護保険事業者

の更新対象事業所数が多い年度であったため、指定更新事業者研修カ

リキュラムの一部として実施したことにより一時的に増えている。）

・また自主事業として、施設における高齢者虐待防止に向けた自主的な

取組みを支援するため、虐待防止研修に活用できる資料及び講師支援

に資するガイドの作成及び配布等を行った。（平成26年度から29年度）

○介護支援専門員養成事業

・都内高齢者が増加する中、質の高い介護サービスを提供していくため

には、高い専門性を有する介護支援専門員を必要量確保することが重

要である。

・介護支援専門員の資格取得には、実務研修受講試験、介護支援専

門員研修、登録が必要であり、財団は、都から指定研修実施機関等と

して指定を受け、制度開始当初より、これらの事業を担ってきた。

・試験合格者は、年度ごとの合格者の増減が大きく 、事業の安定的な

運営のため、受講者ニーズに沿った柔軟な試験や研修の実施体制（時

期・規模）を確保してきた。

・平成28年度は、介護支援専門員研修制度の改正に伴うカリキュラム

の拡充に対応する研修実施体制の構築を図るため、一時的に研修修

了者が減少しているが、平成29年度は実務研修を中心に研修修了者

が増加した。

○保育人材育成研修事業

・都は、平成13年度に認証保育制度を創設するなど、保育サービスの

拡充に取り組んできた。

・株式会社やNPOなど多様な事業者が参入する中、保育人材の育成及

び質の向上のため、都は、認証保育所等研修事業を実施し、平成21年

度から、当財団が受託している。（対象：認証保育所職員、認可外保育

施設職員、家庭的保育者）

・本研修では、保育施設における適正な運営管理や保育者のレベル

アップ等に必要な知識・技術の習得を支援しており、都内の認可外保育

施設等における保育の質の確保・向上に大きな役割を果たしている。

・研修内容は、国のガイドライン及び都のカリキュラムに基づき実施して

おり、平成28年度には、児童福祉法の改正を受けて、新たに居宅訪問

型研修（平成29年度まで実施）、病児・病後児研修及び病児病後児（訪

問型）保育研修を実施するなど、適宜見直しを行いながら実施している。



３　主要事業分野に関する分析

（２／４）

　　※事業収益、事業費用は、千円未満を四捨五入した数値。そのため、内訳の合計額が一致しない場合がある。

事業
分野

事業
費用

福祉保健医療に関する相談及び情報提供並びに福祉サービス評価に関する事業

事業
概要

福祉保健医療に関する相談及び情報を提供することにより、都民のサービス選択を支援する。また、身近な地域におけるサービスの質
の向上につながる福祉従事者等への講習会等を実施するなど、福祉保健医療に関する専門的な知識等の普及・啓発を実施
○福祉情報総合ネットワーク事業【補助】（H14～）
○介護サービス情報の公表事業【委託】（H18～）
○働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業【委託】（H29～）
○福祉情報提供事業【委託・補助・自主】（H14～）
○施設活用事業【補助】（H18～）
○福祉サービス第三者評価システム事業【補助・自主】（H14～）　　　など全10事業

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

○基本的に、安定的に推移しているが、25年度及び27

年度途中に施設活用事業の建物賃料が減額されたこと

や、27年度以降は都派遣職員の給与が都からの直接

支給に切り替わったことに伴い減少している。（公１・２・

３事業共通）

○人件費は、27年度以降は都派遣職員の給与が都か

らの直接支給に切り替わったことに伴い減少している。

○外注費は、業務に関する高度な専門性を必要とする

システムの運用のほか、保健医療情報センター事業の

うち外国語対応業務、夜間休日業務等を外注している。

○その他は、施設活用事業の建物賃料等である。25年

度及び27年度途中に建物賃料が減額されたことにより

減少している。

○業務に関する高度な専門性を必要とするシステムの

運用のほか、保健医療情報センター事業のうち外国語

対応業務、夜間休日業務を再委託している。

○職員数の大きな変動はないが、24年度に福祉サービス第三者

評価システム事業等において都派遣職員を固有職員に振り替え

ている。

○専門相談を行う専門職員を、30年度で非常勤職員12名を配置

している。

○なお、公1事業の健康づくり事業推進指導者育成事業、アレル

ギー疾患研修事業、ゲートキーパー養成研修事業（26年度終了）

の職員を重複して計上している事業がある。（22年度・都派2名、

常嘱2名、23年度・固有2名、常嘱2名、24年度・固有1名、常嘱2

名、25年度以降・固有１名、常嘱１名）



主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

事業
成果
③

○福祉情報総合ネットワーク事業

・利用者が自ら必要なサービスを安心して「選択」できるしくみを

築くとともに、事業者間の競い合いを促進するため、都は福祉

に関する情報を総合的・一体的に提供する本事業を平成14年

度に開始し、財団が補助事業として実施している。

・高齢者、子供、障害者などに対して、様々な福祉サービスを提

供している３万件以上の福祉施設や事業所の情報を掲載する

とともに、各種の相談窓口情報、苦情対応情報、福祉用具情報、

福祉サービス第三者評価情報などの福祉に関する情報を提供

している。

・都内の福祉サービス事業者の増加に伴い、掲載事業所数は

右肩上がりに推移している。

○福祉情報提供事業

・福祉関連従事者等に対する福祉用具の知識、技術の普及・

啓発のために、区市町村職員や地域包括支援センター職員、

介護支援専門員等に対する講習会等を実施、また、都より福

祉用具専門相談員指定講習事業者としての指定を受け、自主

事業として福祉用具専門相談員指定講習会を実施している。

・経験豊富な専門相談員（理学療法士等）の配置や各種福祉

用具を使用した演習ができる都内有数規模の実習展示室（設

置点数461点）を整備し、講習会事業の他、福祉用具の導入や

選定に関する専門相談や技術支援（電話、訪問）、最新の福祉

機器を紹介する新製品展示会等を実施している。

・平成26年度からは、介護施設職員向け講習会を拡充するとと

もに、実践的な研修カリキュラムを提供するなど、ニーズに応じ

た事業展開を行っている。

○福祉サービス第三者評価システム事業

・平成12年の社会福祉法の改正により、事業者が提供する

サービスの評価と当該情報の利用者に対する提供が努力義務

とされた。当財団は都の福祉サービス評価推進機構として、評

価制度の適切・公正な運営を行うとともに、利用者本位のサー

ビスシステムの構築を担っている。

・評価機関の認証・指導、評価者研修、評価結果の公表等を実

施するほか、補助事業等を活用しながら制度の普及促進を

図っており、評価実績件数は右肩上がりで推移している。

・また、平成30年度には認知症対応型通所介護を新設するな

ど、福祉制度の改正等を踏まえた評価項目の見直し・充実等を

計画的に実施し、事業者が提供するサービスの質の向上や福

祉サービス全体の質の底上げに取り組んでいる。

・さらに自主事業として評価者養成研修等を実施し、評価者の

確保や質の維持・向上への取組を進めている。



３　主要事業分野に関する分析

（３／４）

　　※事業収益、事業費用は、千円未満を四捨五入した数値。そのため、内訳の合計額が一致しない場合がある。

事業
分野

事業
費用

NPO法人及び社会福祉法人等に対する支援事業

事業
概要

社会福祉法人等に対して、運営体制・基盤を強化する取組や助成等を行い、福祉保健分野における事業者の運営を支援
○介護サービス指定市町村事務受託法人事業【自主】（H21～）
○サービス付き高齢者向け住宅登録等事業【補助・委託・自主】（H24～）
○東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業【補助】（H28～）
○社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業【委託】（H23～）
○子供が輝く東京・応援事業【補助】（H27～）　　　など全15事業。

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

○事業収益は概ね３億円前後で推移している。

○27年度以降の減少は、都派遣職員の給与が都から

の直接支給に切り替わったことに伴い減少している。

（公１・２・３事業共通）

○人件費は27年度に都派遣職員の給与が都からの直

接支給に切り替わったことにより27年度は減少した。28

年度は、都派遣職員が減り、固有職員が増えたこと等

により、増加している。

○外注費は、業務に関する高度な専門性を必要とする

システム運用や定型的な業務を行う人材派遣等を外

注している。

○システム運用や人材派遣等を再委託している。

○26年度、27年度の再委託費の増加は、生活保護法

の改正に伴い、生活保護法みなし医療機関等再指定

申請受付等事業を同期間だけ受託していた特殊要因

による。

○委託事業数等の増加に連動して、職員数は増加して

いる。

○実地指導や専門相談等を行う専門職を、30年度で常

勤嘱託職員２名、非常勤職員９名を配置している。



主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

事業
成果
③

○子供が輝く東京・応援事業（平成27年度事業開始）

・少子化の進行の背景として、結婚や子供を持つことへの価値

観の多様化、子育てに対する負担感、不安定な就業状況など

様々な要因が指摘されている。

・当財団では都からの出えんと都民等からの寄附による基金を

活用し、平成27年度より東京子育て応援事業、平成30年度か

らは「子供が輝く東京・応援事業」として事業を再構築し、NPO

や企業等による結婚、子育て、学び、就労までのライフステー

ジに応じた取組に対し助成を行っている。

・平成30年度までに63件の助成を行い、学習支援や多世代交

流の場の創出や、子育て相談、若者の就労支援等、多種多様

な事業を支援してきた。

・また採択事業者による成果報告会の開催や採択事業の紹介

を含む事業PR動画の作成など、本事業の効果を広く普及させ

ることで、社会全体で子育てを支える取組を進めている。

○東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業

（平成28年度事業開始）

・本事業は、介護事業者に対し、介護職員の宿舎の借上げを支

援し、住宅費負担を軽減することで介護人材の確保定着を図る

とともに、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災

害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的に

実施している。（「福祉避難所としての指定」等を助成要件として

いる）

・平成28年度助成戸数は125戸であったが、平成29年度は事業

周知期間を長く設け、説明会の充実、区市町村担当者等への働

きかけを行い対象法人の掘り起こしを強化した。その結果、新規

は初年度実績を超える143戸に助成を行い、継続と合わせ266戸

の助成となった。

・平成30年度は、前年度調査結果に基づく事業効果確認等を行

い、より効果的な事業周知方法を検討し、本事業の一層の活用

に繋がるよう取り組んだ。また、都と調整し、助成に必要な書類

の削減や簡素化等を行い、事業者の申請に要する負担軽減を

図った結果、371戸に対し助成を行った。

○介護サービス指定市町村事務受託法人事業

・当財団は、都より介護保険法に基づく指定事務受託法人とし

ての指定を受け、保険者である区市に同行し実地指導のサ

ポート等を実施している。

・平成21年度から事業を開始し、平成30年度には36区市町から

504件を受託した。

・また、指定検査権限の区市等への委譲が進む中、平成28年

度からは新たに介護老人福祉施設の受託を開始している。

・本事業では調査員として介護支援専門員を配置し、区市に対

し専門的ノウハウを提供、区市の実地指導のスキルの向上を

図ることにより、保険給付の適正化に結び付けている。



３　主要事業分野に関する分析

（４／４）

　　※事業費用は、千円未満を四捨五入した数値。そのため、内訳の合計額が一致しない場合がある。

事業
分野

事業
費用

行政職員等研修事業

事業
概要

福祉保健医療分野を支える都区市町村職員に対する研修を実施。
　○福祉保健局職員研修等事業（H22～）　　　　　　　○病院経営本部職員研修事業（H22～）
　　・福祉保健局独自研修　　　　　　　　　　　　　　　　 　・病院経営本部独自研修
　　・合同研修（病院経営本部と合同実施）　               ・合同研修（福祉保健局と合同実施）
　　・行政機関職員研修等
　　・建物維持管理業務等

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

○22年度から事業を開始。収益は全て都からの委託料

で、基本的に、安定的に推移している。なお、東京都社

会福祉保健医療研修センターの建物維持管理業務に関

する内訳は次のとおり。

○27年度以降の減少は、都派遣職員の給与が都からの

直接支給に切り替わったことが主な要因である。

○人件費は、27年度から都派遣職員の給与が都から

の直接支給に切り替わったことにより減少している。

○外注費は、主に東京都社会福祉保健医療研修セン

ターの建物維持管理業務に関する、機械設備等の保

守や清掃・警備等にかかる業務を外注している。

○その他は、主に研修講師の謝礼、光熱水費、修繕

費、研修資料等の印刷経費等がある。

○主に東京都社会福祉保健医療研修センターの

建物維持管理業務に関する、機械設備等の保守

や清掃・警備等にかかる業務を再委託しており、内

訳は次のとおり。

○増減は、機械設備等の保守や清掃・警備等の実

績が主な要因である。

○職員数の大きな変動はないが、26年度に、財団内の事業移

管を行ったことに伴い、非常勤職員が１名増となっている。なお、

研修センター等建物維持管理の非常勤職員は２名である。

○常勤職員数については都派遣職員・固有職員・常勤嘱託職

員の異動はあるが、全体として変動はない。なお、研修セン

ター等建物維持管理の常勤職員は２名（兼務（行政機関職員

研修等業務））である。

○都派遣職員は、都派遣職員解消を段階的に行ったことによ

り、割合が減少している。



主な事業成果

事業
成果
①

○行政職員等研修事業

・「福祉保健局人材育成方針」に基づき、福祉・保健・医

療施策の着実な推進に向けて、様々な社会環境の変化

にも迅速・的確に対応できる「プロフェッショナルな職員」

を育成するために福祉保健局職員研修を実施。

・都民全体の奉仕者としてふさわしい人格・教養等を培

わせるとともに、都立病院改革のさらなる推進に向けて、

質の高い医療を提供する人材を育成するために病院経

営本部職員研修事業を実施。

・生活保護法等の事務に従事する職員が、職務を遂行

する上で必要な知識・技術を習得することにより、資質の

向上を図るために行政機関職員研修等を実施。

・年度ごとに今日的な課題に対応したテーマの追加や前

年度の研修評価結果（受講者アンケート分析等）を踏ま

えた研修内容・講師の変更など、適宜見直しを行いなが

ら実施している。

・研修実施回数に応じて受講者は変動している。



４　団体経営に関する分析・評価　≪ＳＷＯＴ分析を用いた戦略分析≫

外
部
環
境

機会（ニーズの増加・役割の増大） 脅威（ニーズの減少・役割の縮小）

○都内における福祉保健医療ニーズの拡大、多
様化、複雑化（都からの新規委託・補助事業増
加）
○地域包括ケアシステム構築の推進による介護
と医療の連携強化
○福祉医療人材の確保・育成ニーズの増加
○介護ロボット活用の拡大
○介護分野への外国人労働者活用拡大の動き
○区市町村や事業者の専門的支援ニーズの増
加

○都からの委託・補助事業に依存しており、自主
性の発揮や自律的な財団運営に限界
○民間事業者との競合

内
部
要
因

　
○人材養成事業に関する民間事業者との優位
性
・大規模研修の実施が可能
・民間事業者が受託しにくい分野の研修実施が
可能
・自前の研修室と福祉用具実習室を保有
○都において手の届かない分野において、小回
りの利く丁寧な事業実施が可能
○サービス水準向上に向けた事業者支援に関
するノウハウの蓄積
○各分野の専門家、業界団体とのネットワークを
形成
○介護支援専門員、社会福祉士等の専門人材
が在籍
○公益財団法人としての高い公益性・信頼性
○監理団体としての都事業に対する精通及び柔
軟な事業実施

○都の委託・補助事業(基本的に時限事業）に依
存しているため、職員の計画的な採用が困難
○職員年齢構成の偏在（中堅層が少ない）
○自主財源が生まれない事業構造
○自主事業の実施が限定的

強み 弱み



 

 

 

  

 

 

① 自律的経営に向けた体制の整備 

○ 安定的な運営体制の構築 

財団の事業の大半は、都の委託・補助事業である。福祉保健医療ニーズの拡大、多様化、複雑化に伴い、都から

の委託事業や補助事業は増加しているが、財団の予算や人員などの運営体制は、都の施策動向に大きく影響を受け

ることから、計画的な運営体制の構築が困難である。 

また、財団が自ら現場のニーズに対応した独自の自主事業を継続的に実施できる体制（人材・財源）の確保が必

要であるが、財団の予算や職員定数は管理されており、柔軟な事業展開が困難である。 

安定的な財団運営を実現するためには、必要な財源や人員を計画的に確保するなど、中長期的な視点から運営体

制を検討していく必要がある。 

 

 

○ 計画的な人材の確保・育成及び経営効率化 

財団は、過去に新規採用を凍結していた期間があり、監督職・管理職層を担う中堅・ベテラン職員が少ないなど、 

職層構成や職員の年代間の構成に歪みを抱えた組織となっている。 

このため、採用、若手・中堅職員の育成やノウハウ継承などに影響が出ている。福祉保健医療ニーズの拡大、多 

様化、複雑化に対応するためには、職員の計画的な採用や専門性の強化を進めるとともに、業務の見直し等による 

経営の効率化も進めていく必要がある。 

 

 

② 福祉保健医療行政の補完・支援機能の強化 

高齢化の進展に伴う介護サービスのニーズの増大により、利用者は、年々増加することが見込まれる一方で、2025 

年度には、都内で介護職員が３万６千人不足すると見込まれるなど、職員の確保・育成・定着は、喫緊の課題であ 

る。この他、障害福祉サービス分野においても、相談支援体制等の整備やサービス等の質の確保・向上を図るため 

の取組が必要など、行政が対処しなければならない課題やニーズはますます多様化・複雑化している。 

こうした課題に対し、財団は、都の委託・補助事業について、既存事業の着実な実施に加えて、新たに障害分野 

に取組を展開していくとともに、都が担うべき事業効果の検証、普及啓発の推進、施策の提案など、福祉保健医療 

行政の補完・支援機能の強化に向けた取組を進めていく必要がある。 

 

 

③ 福祉ニーズを支えるための自主事業の展開や施策提案能力の強化 

都の政策連携団体として、財団は都や区市町村の施策が届きにくい分野・対象や新たな福祉ニーズなどに、自ら 

課題を分析し、解決すべき施策の提案を担うことが期待されている。現場を持つ財団の強みや事業のノウハウなど、 

財団の経営資源を有効に活用していくことで、きめ細かく質の高い施策の提案と取組を行い、都庁グループの一員 

の政策連携団体として求められている役割を果たしていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．自己分析を踏まえた経営課題 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．経営課題解決のための戦略 

①自律的経営を支える経営基盤の強化  

②行政支援分野の拡大や区市町村支援の強化等 

③財団の持つ経営資源や強みを活かし、新たな福祉ニーズに応える分野への事業展開  

 

○中長期的な経営方針に基づく運営体制の構築 

人材や資産など限りある経営資源を重要な施策に集中させ、財団の強みを活かした運営体制を構築していくた

め、中長期を見据えた経営方針を策定するとともに、この方針に基づく事業計画を策定することで、現場のニー

ズに応じた事業の展開を行っていく。 

 

 

○人材の確保・育成及び経営の効率化 

人材を安定的に確保・育成し、職員が最大限に能力を発揮できる取組や制度の整備を進める。あわせて、定型

的な内部管理事務について、外部への委託化を推進することで、組織の機能強化を図るとともに、効率的な執行

体制を整備する。 

 

○行政支援分野の拡大 

福祉人材の質と量の確保に向け、都と連携して高齢・介護分野や保育分野を中心に人材育成の取組を行ってき

たが、依然として福祉分野の人材不足は深刻であり、人材の確保・定着・育成は喫緊の課題である。こうしたこ

とから、財団の人材育成のノウハウを活かし、さらに都と連携を深め、人材の確保・育成・定着に対し、きめ細

かなニーズにも的確に対応していく。また、人材施策が必要な障害分野にも積極的な取組を行っていく。 

 

 

○区市町村支援の強化等 

福祉サービスの質の確保における区市町村の役割は重要であり、指定法人事務受託について、高齢サービス分

野での実地指導同行のノウハウを活用し、新たに障害分野へ拡大を行う。また、高齢者権利擁護推進事業におけ

る施設従事者等を対象とする研修事業を着実に実施し、区市町村職員や事業者への支援を引き続き取り組んでい

く。 

 

○財団が持つ情報や資源を活用した自主事業の展開 

都の政策連携団体として機能強化を果たしていくため、都からの委託・補助事業に加えて、財団の強みである

人材育成事業等を中心に、都民の福祉ニーズを的確に把握して、都の福祉施策にきめ細かく対応する事業を自ら

立案するなどの取組を進めていく。また、自ら事業を立案し実施した成果を都に提案・還元することもあわせて

進める。 

 

 

○将来の福祉分野のニーズや動向を踏まえた取組 

都は今後、要介護者の自立支援や介護職員の身体的負担の軽減を目的に次世代介護機器や福祉用具の普及促進

に向けた取組を強化していく。財団は、福祉用具に関する事業のノウハウを持ちかつ都内でも最大規模の展示・

実習室を有し、福祉用具に触れられることが可能であり、普及促進に大きく貢献できることから、実習室を有効

活用した取組を行っていく。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年後（2020年

度）の到達目標 

○中長期的な経営方針に基づく運営体制の構築 
・中長期を見据えた経営方針や事業計画が策定され、財団の強みを活かし、現場のニーズなどを踏まえた事業を

展開している。 

○人材の育成・確保 
・職員の計画的な採用と専門性が高い職員の育成や任用が進み、運営体制の強化が図られている。 

○経営の効率化 
・内部管理事務の外部委託が進み、効率的な執行体制が実現している。 

○コンプライアンス、ガバナンスの確保に向けた取組の強化 
・外部監査体制の構築や契約制度を見直すことにより、コンプライアンスやガバナンスの強化が図られている。 

実績（2019年

11月末時点）及

び要因分析 

・中長期的な経営方針に基づく運営体制の構築については、必要な予算・人員措置等を講じて中期経営方針実施

計画事業・事項の着実な実施を図るとともに、３ヶ年の実施状況を踏まえた次期方針の検討を進めている。 

・人材の育成・確保については、専門人材の確保を目的とした新たな人事制度を着実に運用している。また、職

員の専門性向上の観点からは、現場体験研修の報告会を開催するなど、財団内で研修成果の共有を図ることに

より職員の育成が進んでいる。 

・経営効率化については、社会保険事務の外注化を引き続き実施するほか、新たに庶務事務システムを導入する

など、運営体制の強化や業務の効率化を図ることができた。 

 

個別取組事

項 

2019年度 
2020年度 改訂の考え方 

計画 実績値(11 月末時点) 

○中長期的

な経営方針

に基づく運

営体制の構

築 

計画実施 

 

 

 

 

計画内容の検

証と見直し 

「中期経営方針の実

施計画」の各計画事

業を着実に実施中 

 

（第４四半期に検証

及び検証結果に基づ

く見直しを予定） 

計画実施 

 

 

 

 

計画内容の検証と見

直し 

 

 

 

― 

○人材確保 

・専門職の確

保 

専門職の採用・

確保 

当初計画通り専門職

を確保 

専門職の採用・確保  

 

― 

○人材育成 

・固有職員の

専門性の向

上 

現場研修の実

施 

 

 

新たな人事制

度の運用 

当初計画通り研修を

実施 

 

 

当初計画通り新たな

人事制度の運用 

実施状況を検証し対

象等の拡大を検討 

 

 

新たな人事制度の運

用 

 

 

 

― 

○経営効率

化 

・定型業務の

外注化 

実施 

（社会保険事

務） 

 

 

実施 

（給与事務） 

当初計画通り外注化

を実施 

・庶務事務システム

及び人事・給与シス

テムの安定的な運用 

 

・システムの導入に

加え、外注化を進め

ることによる、職員

の超過勤務の削減や

単純定型業務の見直

し 

・2020年４月のシステム稼働を踏まえ、給

与明細のペーパレス化を行う。また、庶務

事務システムの導入により、旅費業務のシ

ステム化が図られたことから、職員の削減

を行う（臨時職員）。 

・年末調整業務などの繁忙期対応や、伝票

整理などの定型的な業務については、外注

化などにより、内部管理部門職員の超過勤

務削減や非定型的な業務への重点化を進め

る。 

○コンプラ

イアンス・ガ

バナンス確

保に向けた

取組の強化 

・監査体制等

の強化 

 

 

 

― 

 

 

 

― 

・外部監査制度の導

入 

・職員による内部監査制度に加え、公認会計

士などを活用した外部監査制度を導入し、会

計監査や事務手続きなどのチェックを含め

た内部統制の強化を行う。 

 

５．2020年までの 3年間の取組事項 

①自律的経営を支える経営基盤の強化  



 

 

 

 

個別取組事

項 

2019年度 
2020年度 改訂の考え方 

計画 実績値(11 月末時点) 

○コンプラ

イアンス・ガ

バナンス確

保に向けた

取組の強化 

・契約制度の

見直し 

 

 

― 

 

 

― 

・契約における競争

性の向上 

・契約の一層の透明性・競争性の確保に向

け、入札参加者の公募による契約を基本とす

る制度の見直しや電子入札の試行に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

３年後（2020

年度）の到達

目標 

○行政支援分野の拡大 
・財団が強みを持つ福祉人材の育成・確保に関するノウハウを活かし、従来からの高齢・保育分野における人材

育成事業に加え、新たに障害分野や生活福祉分野においても取組を拡大し、都の喫緊の課題である福祉人材対策

に総合的に対応する体制やノウハウを構築している。その他の既存事業においても、障害分野への展開を進めて

いる。 

○区市町村支援の強化等 
・指定市町村事務受託法人事業（指導検査業務）、高齢者の権利擁護事業及び生活困窮者の自立支援事業等の高い

専門性を求められる分野において、財団が持つ専門的ノウハウや専門人材を活用した区市町村への支援を展開し

ている。事務受託法人事業については、介護サービス分野に加え、区市町村からのニーズの高い障害分野におい

ても受託を拡大し、区市町村の指導検査体制の充実強化に寄与している。  

 

実績（2019年

11月末時点）

及び要因分析 

・行政支援分野の拡大については、新たに２つの人材対策事業を開始するとともに、次年度以降の分野拡大に向

けた検討を行うなど、都における喫緊の課題である福祉人材対策への取組を進めている。 

・区市町村支援の強化等については、区市町村に対し、事務受託法人事業の障害サービス分野の開始や、高齢者

虐待に関する現場調査・指導に従事する職員等向けの研修受講機会の拡大に取り組んでおり、区市町村の指導検

査体制の充実や、高齢者権利擁護に関する区市町村支援の充実を図っている。また、事務受託法人事業の障害サ

ービス分野については、受託件数の拡大に向け、受託サービスの拡大を検討し準備を進めている。 

 

個別取組事項 
2019年度 

2020年度 改訂の考え方 
計画 実績値(11 月末時点) 

○福祉人材の

確保 

・働きやすい

福祉事業所等

の見える化 

・３ヵ年の事業結

果の検証の実施と

事業見直し（都に提

案） 

・都と協議・検討を行

い、2019年度後半に効

果検証に係るアンケー

ト、2020年度当初にヒ

アリングを実施した上

で、事業見直しを検討

することを決定 

・宣言事業所の確保の

ため、財団独自の取組

及び周知を実施 

・３ヵ年の事業結果の検証の

実施と事業見直し（都に提

案） 

・事業者支援コーディネータ

ーの派遣 

・３ヵ年の事業結果の効果検

証を左記のとおり行うため、

2019年度と同内容の個別取組

事項を、再度設定 

・法人及び事業所の宣言申請

について、より丁寧に寄り添

い、相談・助言等を行えるよ

う、事業者支援コーディネー

ターの派遣を新たに開始し、

さらなる宣言事業所の確保を

図る。 

○介護人材の

確保・育成・定

着 

 

・介護職員の

宿舎借り上げ

支援 

 

 

 

 

 

 

・介護職員の

キャリアパス

導入への支援

による定着促

進 

 

 

 

・介護資格取

得支援による

人材育成 

 

 

 

 

・効果的な事業執

行のための柔軟な

対応を都と調整 

新規助成 212戸 

 

 

 

 

 

・キャリアパスの

レベル認定の認定

者数等の状況を踏

まえた事業効果の

検証 

助成対象 500 事業

所 

 

・事業ニーズに応

じて、柔軟に対応で

きるよう都と調整 

助成数 270 人 

 

 

 

 

・事業終期の周知徹底

による活用促進 

・申請に係る事業者へ

の適切な支援の実施 

762戸（予定） 

※うち新規 392戸・  

      継続 370戸     

※助成申請戸数 

 

・都委員会において介

護人材の総合的な対策

について検討  

312事業所（予定） 

※事業計画書提出事業

所数 

 

 

・計画を上回る事業ニ

ーズへの柔軟な対応 

775人（予定） 

※助成申請者数 

 

・これまでの取組状況を踏ま

え、経営改革プラン最終年度

における戦略及び目標到達

に向け、介護人材の確保・育

成・定着を支援する各事業を

総合的・一体的に実施 

・事業説明会の開催方法の改

善、助成申請等を行う事業所

への情報提供や事務支援・相

談への対応を実施 

・事業対象者に対するアンケ

ート等を通じた事業検証に

基づく事業スキームの課題

提示と改善策を都に提案 

・介護職員の宿舎借り上げ支

援 

 新規助成 1,499戸 

・介護職員のキャリアパス導

入への支援による定着促進 

 助成対象 380事業所 

・介護資格取得支援による人

材育成 

 助成数 270人 

 

 

政策連携団体活用戦略に示

された福祉人材対策の重要性

や個別取組事項に掲げてきた

これまでの細事業の取組状況

を踏まえ、目標の最終年度に向

け、介護分野の各細事業ごとの

取組を介護人材対策事業を総

合して取り組むべき内容に改

定することで、戦略及び目標到

達に向け、当財団が主体的かつ

自律的に取り組むべきことを

明確化した。 

 また、2019年度までの個別取

組事項に関して、引き続き、令

和２年度都予算規模に基づき

各種数値目標を設定するほか、

個々の助成事業・支援事業にお

ける事業説明会の開催方法の

改善、助成申請等を行う事業所

への情報提供や事務支援・相談

への対応を行うとともに、事業

終了後の事業検証を受講者ア

ンケート等を通じて行い、都に

対し、事業スキームの課題提示

と改善提案を行っていく。 

②行政支援分野の拡大や区市町村支援の強化等  



 

 

 

 

個別取組事項 
2019年度 

2020年度 改訂の考え方 
計画 実績値(11 月末時点) 

・新卒学生の

介護職採用に

繋がる支援策 

 

 

 

・外国人介護

従事者の受入

れ環境整備 

 

・事業実績の要

因分析や対応を

検討した上で、必

要に応じて都と

調整 

 

・新卒学生への

事業周知方法を

改善 

新規助成数 600 

人 

・初年度のセミ

ナー、研修の着実

な実施 

【新規】事業開始 

・セミナー受講

定員 450人 

・指導者研修定

員 100人 

・積極的な活用促進策の

実施  

241人（予定） 

※助成申請者数 

 

 

（１）セミナー 

第 1回（10/16）：受講者

164人（申込者 202人） 

第 2回（11/12）：受講者

105人（申込者 149人

※） 

合計：受講者 270人（申

込者 351人） 

※第 2回申込者の一部

に、第 1回受講辞退者を

含む。 

（２）研修 

第 1回（11/28）：60人 

第 2回（12/9実施予

定）：申込者 62人 

・新卒学生の介護職採用に繋

がる支援策 

 新規助成数 600人 

・外国人介護従事者の受入れ

環境整備 

 セミナー受講定員 450人 

 指導者研修定員 100人 

 

○介護保険制

度の円滑な運

営に資する人

材の養成 

 

・ 介護支援専

門員（ケアマネ

ジャー）養成事

業（1998 年度

開始） 

 

・毎年度の受験

者数・受講者数の

変動に応じた執

行体制の整備 

・5,000人程度の

受験を想定 

・1,000人程度の

養成を想定 

・新たに専門研

修Ⅰ（1,435人）

を実施 

・受講者の増減に応じた

柔軟なコース設定及び人

員配置 

 

・試験 

受験予定者数 4,060人 

 

・専門研修Ⅰの円滑な運

営とＤＶＤ・テキストの

更新 

・毎年度の受験者数・受講者

数の変動に応じた執行体制

の整備 

・5,000人程度の受験を想定 

・1,437人の養成を想定 

・専門研修Ⅰ（1,333 人）を

継続実施 

令和２年度都予算規模に

基づき受講定員を設定 

○障害分野事

業の拡大 

 

・資格取得支

援による人材

育成 

 

 

 

 

 

 

・経営管理研

修を通じた事

業者への支援 

 

 

 

・事業周知の徹

底による活用促

進 

・事業実績の要

因分析を踏まえ、

助成申請に向け

た支援の実施 

助成者数 200 人 

 

・研修の実施結

果を踏まえて、カ

リキュラム内容

等を検証 

受講定員 200 人 

 

 

 

・積極的な活用促進策の

実施 

144人（予定） 

※助成申請者数 

 

 

 

 

 

・研修運営委員会を設置

し、カリキュラム策定 

276人（受講決定者） 

※申込者数 769人 

・これまでの取組状況を踏ま

え、経営改革プラン最終年度

における戦略及び目標到達

に向け、障害分野における各

事業を総合的・一体的に実施 

・事業説明会の開催方法の改

善、助成申請等を行う事業所

への情報提供や事務支援・相

談への対応を実施 

・事業対象者に対するアンケ

ート等を通じた事業検証に

基づく事業スキームの課題

提示と改善策を都に提案 

政策連携団体活用戦略に

示された福祉人材対策の重

要性や障害分野を財団が取

り組むべき新たな領域とし

て位置付けられたことに鑑

み、障害分野の個別取組事項

に掲げてきたこれまでの細

事業の取組状況を踏まえ、目

標の最終年度に向け、各細事

業ごとの取組を障害分野の

人材対策事業を総合して取

り組むべき内容に改定する

ことで、戦略及び目標到達に

向け、当財団が主体的かつ自

律的に取り組むべきことを

明確化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

個別取組事項 2019年度 
2020年度 改訂の考え方 

計画 実績値(11 月末時点) 

・障害人材の

宿舎借り上げ

支援 

 

 

 

 

 

 

 

・虐待防止や

権利擁護に関

する研修 

 

 

 

 

 

 

 

・強度行動障

害支援者の養

成 

 

 

 

・障害福祉サ

ービスの新卒

学生採用に繋

がる支援策 

・事業周知の徹

底による活用促

進 

・事業実績の要

因分析を踏まえ、

助成申請に向け

た支援の実施 

新 規 助 成 戸 数 

120 戸 

 

・事業周知の徹

底による受講促

進 

受講定員 650 人 

 

 

 

 

 

 

・事業周知の徹

底による受講促

進 

受講定員 1,390

人 

 

・事業周知の徹

底による活用促

進 

【新規】事業開始 

助成数 270人 

・事業周知の徹底による活

用促進 

・申請に係る事業者への適

切な支援の実施 

100戸（予定） 

※うち新規 66戸 

   継続 34戸 

※助成申請戸数 

 

 

・積極的な活用促進策の実

施 

649人（受講決定者） 

※申込者数 1,485人 

 

 

 

 

 

 

・積極的な活用促進策の実

施 

1,476人（受講決定者） 

※申込者数 2,125人 

 

 

・積極的な活用促進策の

実施  

35人（予定） 

※助成申請者数 

・資格取得支援による人

材育成 

 助成者数 200人 

・経営管理研修を通じた

事業者への支援 

 受講定員 200人 

・障害人材の宿舎借り上

げ支援 

 新規助成戸数 212戸 

・虐待防止や権利擁護に

関する研修 

 受講定員 1,285人 

・強度行動障害支援者の

養成 

 受講定員 1,500人 

・障害福祉サービスの新

卒学生採用に繋がる支援

策 

 新規助成数 140人 

 

また、2019 年度までの個別取

組事項に関して、引き続き、令和

２年度都予算規模に基づき各種

数値目標を設定するほか、個々の

助成事業・支援事業における事業

説明会の開催方法の改善、助成申

請等を行う事業所への情報提供

や事務支援・相談への対応を行う

とともに、事業終了後の事業検証

を受講者アンケート等を通じて

行い、都に対し、事業スキームの

課題提示と改善提案を行ってい

く。 

 

○生活福祉分

野事業の拡大 

・生活困窮者

支援者の養成

【新規】 

 

 

 

― 

 

 

 

― 

・初年度の研修の着実な

実施 

【新規】事業開始 

 

・生活困窮者支援者養成

のための研修を実施（25

回） 

 2020 年度に、生活困窮者自立

支援法に基づく事業の従事者を

対象とした研修が国から都道府

県に一部移管されることに伴い、

財団のこれまでの事業実施ノウ

ハウを生かし、効果的に事業を実

施するため個別取組事項を追加 

○区市町村支

援の強化 

・指定市町村

事務受託法人

事業（2009 年

度開始） 

・障害サービ

ス分野への拡

大 

・既存の高齢

サービス分野

の着実な実施 

・区市の意向調

査結果を踏まえ

て毎年度目標値

を設定 

受託件数 90 件 

 

・区市の意向調

査結果を踏まえ

て毎年度目標値

を設定 

受託件数 500 件 

・障害サービス分野 

 受託実績 53件 

※事業計画 90件 

 

 

・高齢サービス分野 

 受託実績 397件 

※事業計画 500件 

・区市の意向調査結果を

踏まえて毎年度目標値を

設定 

 受託件数 100件 

・受託サービス分野の拡

大 

 

 

・区市の意向調査結果を

踏まえて毎年度目標値を

設定 

 受託件数 500件 

・受託ニーズに応えるた

めの体制強化 

・障害サービス分野は、区市町村

の委託ニーズを踏まえ、受託件数

の目標を 100件とするとともに、

既に実施済みの４サービスに加

え 2020 年度から新たに２サービ

ス（就労移行支援・児童発達支援）

を追加し支援を強化することを

最終年度に向けた取組目標とし

て改訂する。 

・高齢サービス分野は、受託件数

の目標を今年度と同規模の 500

件とするとともに、区市町村の委

託ニーズが高まっていることか

ら、2021 年度以降の受託可能件

数の拡大のための体制整備を最

終年度に向けた取組目標として

改訂する。 

 

 



 

 

 

○高齢者の権

利擁護に対応

する行政職員・

事業所職員の

確保と育成 

・権利擁護に関する

都内の情勢等を踏ま

えたテーマを都と調

整し、研修実施 

受講定員 3,600 人 

・増加傾向にある身体拘束

等の高齢者虐待を 2018 年

度に引き続きテーマとし

て研修企画 

3,934人受講決定 

※申込者数 4,009人 

（申込中の研修有） 

・権利擁護に関する都内の情

勢等を踏まえたテーマを都

と調整し、研修実施 

 受講定員 3,600 人 

令和２年度都予算規模に

基づき受講定員を設定 

※ 2019年 11月末時点で、助成申請などを受け付けているが、助成金の支払い時に、変動する可能性がある実績値については、 

「（予定）」と表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

３年後（2020

年度）の到達

目標 

○財団が持つ情報や資源を活用した自主事業の展開 
・現場を持つ強みや財団が保有するノウハウや経営資源を有効に活用し、自主事業を展開し都の施策が行き届か

ない分野や対象にきめ細かな支援が行われている。 

○将来の福祉のニーズ・動向を踏まえた事業展開 
・都において、次世代介護機器（介護ロボット）に関する新たな取組が開始される。財団が持つ福祉用具関連事

業のノウハウや福祉用具の展示・実習室を有効に活用し、区市町村に対する専門的支援の強化や、都民への普及

啓発の推進に向け、新たな事業を展開している。 

〇政策連携団体間の連携強化        
・これまで財団の各事業において蓄積してきたノウハウ等を活用し、他の政策連携団体が抱える課題の解決を支

援するとともに、支援のプロセスを通じ財団に新たなノウハウを獲得するなど、局の政策連携団体間の連携を進

めている。 

実績（2019年

11月末時点）

及び要因分析 

・財団が持つ情報や資源を活用した自主事業の展開については、昨年度開催した研修の実施結果を踏まえ、中小

規模の法人を対象とした働き方改革への対応や介護人材の定着を支援する研修を自主事業として実施するなど、

都の施策が行き届かない分野や対象にきめ細かな支援を図っている。 

・将来の福祉のニーズ・動向を踏まえた事業展開については、昨年度から開始した次世代介護機器普及啓発セミ

ナーに加えて、新たに機器の導入前と導入後の事業所を対象としたセミナーを開催し、次世代介護機器の普及啓

発に努めた。また、都内最大規模の福祉用具実習展示室を活用し、昨年度から開始した、第三者評価研修との共

同開催や区市町村職員等を対象とした見学会を引き続き実施するとともに、介護サービス利用者・家族を対象と

した見学会を新たに企画（2020年３月開催）している。 

 

 

個別取組事項 
2019年度 

2020年度 改訂の考え方 
計画 実績値(11 月末時点) 

○財団が持つ

情報や資源を

活用した自主

事業の展開 

 

・都委託事業

等の効果を高

める事業（上乗

せ・横出し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たな福祉

ニーズへ対応

する事業の検

討 

（①小規模法

人への運営サ

ポート） 

 

 

（②介護事業

所の人材の確

保・育成に関す

る研修） 

 

 

 

 

 

 

 

・事業実施 

 

 

 

・職員提案制度

の改善及び提案

の検討・実施 

 

 

 

 

 

事業の実施結果

を踏まえ、ニーズ

に応じた研修を

実施 

 

 

 

 

 

事業の実施結果

を踏まえ、ニーズ

に応じた研修を

実施 

 

 

 

 

 

・小規模法人への運営支

援・介護人材の確保等に関

する事業実施（詳細は、後

述のとおり） 

・福祉用具に関する既存事

業を活用した事業実施（詳

細は、後述のとおり） 

・職員提案制度の改善及び

提案実施 

 

 

 

前年度の成果を踏まえた

新たな研修の実施 

（12月４日開催） 

 

 

 

 

 

 

前年度の成果を踏まえた

新たな研修の実施 

（12月 17日開催） 

 

 

・福祉サービスを提供する

事業所の経営層や従事者

を対象に時宜にかなった

研修等を企画・実施 

・福祉サービスを提供する

事業所の経営層や従事者

を対象に時宜にかなった

研修等を PT や職員提案制

度を活用し企画・実施 

・都の施策が行き届かない分

野や対象へのきめ細かな対

応を行うため、福祉サービス

を提供する事業者や従事者

を対象に、研修等を実施す

る。 

・そのため、組織を横断する

ＰＴを設置し自主事業を検

討・実施するとともに、2018

年度に立ち上げた職員提案

制度を活用し、企画を汲み上

げていく。 

 

③ 財団の持つ経営資源や強みを活かし、新たな福祉ニーズに応える分野への事業展開 



 

 

 
 

個別取組事項 
2019年度 

2020年度 改訂の考え方 
計画 実績値(11 月末時点) 

○将来の福祉

ニーズ・動向を

踏まえた事業

展開 

・介護ロボット

等の新技術関

連分野 

・次世代介護機

器の活用・定着に

向け、普及啓発セ

ミナーに加え、新

たに導入前後の

セミナーや、モデ

ル事業所の育成

のためのセミナ

ーを開催 

（11回開催） 

 

・次世代介護機

器の展示（ﾒｰｶｰ貸

与） 

・セミナー開催：10回 

 普及啓発：２回 

 導入前：５回 

 導入後：２回 

 アドバンスト：１回 

  （残り今年度２回、 

   次年度１回（予定）） 

・次世代介護機器の展示 

 常設展示 

  見学：468人 

  体験：35件（122人） 

  相談：15件（24人） 

 出張展示 

   世田谷区（４月） 

  八王子労働基準監督 

署町田支署（11月） 

・更なる普及啓発に向けた活

動 

・政策連携団体間の連携に

よる介護ロボット等の普

及促進 

・次世代介護機器の活用・

定着に向け、普及啓発セミ

ナーをはじめとする各種

セミナーを開催（12 回開

催） 

・次世代介護機器の活用・

定着に向け、「アドバンス

ト施設」を活用した取組を

実施 

・次世代介護機器の展示（ﾒ

ｰｶｰ貸与） 

・東京都社会福祉事業団が運

営する事業所において、次世

代介護機器を導入し、職員の

負担軽減等による福祉人材

の確保・定着が図られるよ

う、介護機器の専門相談や体

験機会を提供するなど支援

を行い、介護機器の普及拡大

を図る。 

・実績等を踏まえて都との調

整により、目標値を設定 

・次世代介護機器の効果的導

入や活用・定着の拡大に向

け、他事業所のモデルとなる

「アドバンスト施設」をセミ

ナーや見学会の受け入れ施

設として有効活用する。 

・「アドバンスト施設」が、

セミナーで導入・活用事例

を情報提供することや、見

学会で実際の活用場面など

を見学できる機会を提供す

ることによって、次世代介

護機器導入のすそ野拡大

や、事業所ニーズに応じた

導入、活用・定着を支援す

る。 

 

○福祉用具の

普及・拡大 

 

・福祉用具の利

用促進を担う

人材の育成や

普及啓発事業

の充実 

（①財団研修

の受講生を対

象とした体験

講習会の開催） 

 

（②区市町村

職員を対象と

した見学会の

開催） 

 

（③メーカー

とのタイアッ

プ（貸与等）に

よる都民向け

見学会の開催） 

 

 

 

検討結果を踏ま

えた事業実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討結果を踏ま

えた事業実施 

 

 

 

・試行実施 

（検討中） 

 

・実施結果の検

証 

（課題整理等） 

 

 

 

・第三者評価研修との共同開

催実施（１回） 

・介護専門支援員研修と連携

した見学会の実施（７回） 

・既存研修受講者等を対象と

した個人向け講習会の実施

（１回） 

 

 

 

・区市町村職員等向け福祉用

具見学会実施（２回） 

・区市町村職員等福祉用具事

業説明会開催（１回） 

 

・都民向け福祉用具見学会を

実施（３月開催（予定）） 

・政策連携団体間の連携に

よる福祉用具の普及・拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

・動画の活用による普及啓

発 

・介護分野で蓄積した専門

的なノウハウ等を生かし、

障害分野の事業所を運営す

る東京都社会福祉事業団の

福祉用具の導入を支援しそ

れを通じて障害分野の支援

ノウハウを獲得し、福祉用

具の普及・拡大を図る。 

 

 

・2019年度に作成した動画

（普及啓発事業紹介及びス

ライディングボート等の使

い方）を活用し、福祉用具

の利用促進を担う人材育成

の充実を図る。 

 

 

※ 2019年 11月末時点で、開催は決まっているが日程が確定していない実績値については、「（予定）」と表記 
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